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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 

2025年9月8日をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」ということがあります）の記

載事項を、実質的な投資対象とする上場投資信託証券の管理報酬等の引下げにかかる投資信託約

款の変更にともない新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出します。

 

Ⅱ【訂正の内容】
 

　　　　　の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
　

第１【ファンドの状況】
　

１【ファンドの性格】
　

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

 

①　基本方針

ファンドは、信託財産の１口当りの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指

数（配当込み、円換算ベース）
※
の変動率に一致させることを基本方針とします。

※　以下「ベンチマーク」ということがあります。

 

②　運用の形態

ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金

をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

 

＜イメージ図＞

 

③　ファンドの特色
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　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。

 

④　信託金の上限

5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま

す。

 

⑤　ファンドの分類

追加型投信／海外／株式／ＥＴＦ／インデックス型に属します。

○　課税上は上場証券投資信託として取扱われます。

 

ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

す）。

 

商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉）
独立区分 補足分類

単　位　型

 

追　加　型

国　　内

 

海　　外

 

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　　）

資産複合

Ｍ Ｍ Ｆ

 

Ｍ Ｒ Ｆ

 

Ｅ Ｔ Ｆ

インデックス型

 

特　殊　型

 

属性区分表

投資対象資産 決算頻度
投資対象

地域
投資形態 為替ヘッジ

対象

インデックス
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株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

 

不動産投信

 

その他資産

（投資信託証券

（株式（一般）））

 

資産複合

（　　　）

資産配分固定型

資産配分変更型

年１回

 

年２回

 

年４回

 

年６回

（隔月）

 

年12回

（毎月）

 

日　々

 

その他

（　　）

グローバル

 

日　本

 

北　米

 

欧　州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

（中東）

 

エマー

ジング

ファミリー

ファンド

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・

オブ・

ファンズ

あ　り

（　　　）

 

 

 

 

 

 

 

な　し

日経225

 

 

 

 

 

ＴＯＰＩＸ

 

 

 

 

 

その他

（Ｓ＆Ｐ５００

イコール・

ウェイト指数）

 
 

商品分類表  
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と

ともに運用されるファンドをいう。

海外 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
を源泉とする旨の記載があるものをいう。

ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号
および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律
第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいう。

インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。

  
属性区分表  
その他資産
（投資信託証券
（株式（一般）））

目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
ものをいう。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものを
いう。

年２回 目論見書または約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

北米

 
目論見書または約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいう。

ファミリーファンド

 
目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。

為替ヘッジなし

 
目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

その他の指数

（Ｓ＆Ｐ５００

イコール・

ウェイト指数）

目論見書または約款において、Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数の動きに

連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。

 

前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

 

＜訂正後＞
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①　基本方針

ファンドは、信託財産の１口当りの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指

数（配当込み、円換算ベース）
※
の変動率に一致させることを基本方針とします。

※　以下「ベンチマーク」ということがあります。

 

②　運用の形態

ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金

をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

 

＜イメージ図＞

 

③　ファンドの特色
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　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。

 

④　信託金の上限

5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま

す。

 

⑤　ファンドの分類

追加型投信／海外／株式／ＥＴＦ／インデックス型に属します。

○　課税上は上場証券投資信託として取扱われます。

 

ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

す）。

 

商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉）
独立区分 補足分類

単　位　型

 

追　加　型

国　　内

 

海　　外

 

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　　）

資産複合

Ｍ Ｍ Ｆ

 

Ｍ Ｒ Ｆ

 

Ｅ Ｔ Ｆ

インデックス型

 

特　殊　型

 

属性区分表

投資対象資産 決算頻度
投資対象

地域
投資形態 為替ヘッジ

対象

インデックス
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株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

 

不動産投信

 

その他資産

（投資信託証券

（株式（一般）））

 

資産複合

（　　　）

資産配分固定型

資産配分変更型

年１回

 

年２回

 

年４回

 

年６回

（隔月）

 

年12回

（毎月）

 

日　々

 

その他

（　　）

グローバル

 

日　本

 

北　米

 

欧　州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

（中東）

 

エマー

ジング

ファミリー

ファンド

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・

オブ・

ファンズ

あ　り

（　　　）

 

 

 

 

 

 

 

な　し

日経225

 

 

 

 

 

ＴＯＰＩＸ

 

 

 

 

 

その他

（Ｓ＆Ｐ５００

イコール・

ウェイト指数）

 
 

商品分類表  
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と

ともに運用されるファンドをいう。

海外 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
を源泉とする旨の記載があるものをいう。

ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号
および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律
第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいう。

インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。

  
属性区分表  
その他資産
（投資信託証券
（株式（一般）））

目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
ものをいう。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものを
いう。

年２回 目論見書または約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

北米

 
目論見書または約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいう。

ファミリーファンド

 
目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。

為替ヘッジなし

 
目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

その他の指数

（Ｓ＆Ｐ５００

イコール・

ウェイト指数）

目論見書または約款において、Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数の動きに

連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。

 

前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2025年9月29日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始

2025年10月1日　受益権を東京証券取引所に上場（予定）

 

＜訂正後＞

2025年9月29日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始

2025年10月1日　受益権を東京証券取引所に上場
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２【投資方針】
　

（１）【投資方針】

＜訂正前＞

①　主として、ニッセイＳ＆Ｐ５００イコール・ウェイト インデックスマザーファンドへの投

資を通じて、実質的に米国の株式等を主要投資対象とするＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資

し、信託財産の１口当りの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込

み、円換算ベース）の変動率に一致させることをめざします。

②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。

③　Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込み、円換算ベース）との連動を維持するた

め、先物取引等を利用することがあります。

④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要

 

ニッセイＳ＆Ｐ５００イコール・ウェイト インデックスマザーファンド

 

（１）基本方針

マザーファンドは、Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込み、円換算ベース）

の動きに連動させることを目標とした運用を行います。

（２）運用方法

ａ　投資対象

ＥＴＦを主要投資対象とします。

ｂ　投資態度

①　主として、米国の株式等を主要投資対象とするＥＴＦに投資することにより、Ｓ＆Ｐ

５００イコール・ウェイト指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざ

します。

②　ＥＴＦの組入比率は、原則として高位を保ちます。

③　Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込み、円換算ベース）との連動を維持す

るため、先物取引等を利用することがあります。

④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

＜投資対象候補のＥＴＦの概要＞

名 　　称
Ｘトラッカーズ Ｓ＆Ｐ ５００ イコール ウェイト ＵＣＩＴＳ

ＥＴＦ ２Ｄ

運 用 会 社 ＤＷＳ インベストメントＳ.Ａ.

運 用 方 針
Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込み）の動きに連動する

投資成果をめざします。

管理報酬等 年0.2％程度

 

（３）投資制限

①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％

以下とします。

③　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以下とします。

④　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の

財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ

ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧

商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転

換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

⑤　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産

総額の５％以下とします。

⑥　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑦　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予

約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに

価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し

ません。

⑧　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法

により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債

券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
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比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該

比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

 

＜訂正後＞

①　主として、ニッセイＳ＆Ｐ５００イコール・ウェイト インデックスマザーファンドへの投

資を通じて、実質的に米国の株式等を主要投資対象とするＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資

し、信託財産の１口当りの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込

み、円換算ベース）の変動率に一致させることをめざします。

②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。

③　Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込み、円換算ベース）との連動を維持するた

め、先物取引等を利用することがあります。

④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要

 

ニッセイＳ＆Ｐ５００イコール・ウェイト インデックスマザーファンド

 

（１）基本方針

マザーファンドは、Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込み、円換算ベース）

の動きに連動させることを目標とした運用を行います。

（２）運用方法

ａ　投資対象

ＥＴＦを主要投資対象とします。

ｂ　投資態度

①　主として、米国の株式等を主要投資対象とするＥＴＦに投資することにより、Ｓ＆Ｐ

５００イコール・ウェイト指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざ

します。

②　ＥＴＦの組入比率は、原則として高位を保ちます。

③　Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込み、円換算ベース）との連動を維持す

るため、先物取引等を利用することがあります。

④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

＜投資対象候補のＥＴＦの概要＞

名 　　称
Ｘトラッカーズ Ｓ＆Ｐ ５００ イコール ウェイト ＵＣＩＴＳ

ＥＴＦ ２Ｄ

運 用 会 社 ＤＷＳ インベストメントＳ.Ａ.

運 用 方 針
Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト指数（配当込み）の動きに連動する

投資成果をめざします。

管理報酬等 年0.15％程度

 

（３）投資制限

①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％

以下とします。

③　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以下とします。

④　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の

財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ

ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧

商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転

換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

⑤　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産

総額の５％以下とします。

⑥　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑦　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予

約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに

価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し

ません。

⑧　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法

により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債

券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
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比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該

比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

 

４【手数料等及び税金】
　

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

①　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.066％

（税抜0.06％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分（年率・税抜）

委託会社 受託会社

0.04％ 0.02％

・表に記載の料率には、別途消費税等相当額がかかります。

②　前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払いま

す。
 
（参考１）ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦの管理報酬率

ＥＴＦの運用・管理等にかかる管理報酬率は、実質年0.14％程度
※
となります。

 
※　ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦの管理報酬率は年0.2％程度ですが、このうち年

0.06％は当ファンドに対して払戻されるため、実質的な管理報酬率は年0.14％程度となりま

す。
 
○　ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦの管理報酬率は、本書作成日現在で委託会社が知

り得る情報に基づくものであり、上記の料率は今後変更となる場合があります。また、今後

投資対象とするＥＴＦを見直す際には、新たなＥＴＦの管理報酬率が適用されるため、上記

の料率は変更となる場合があります。

 
（参考２）ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦを含めた実質的な信託報酬

信託財産の純資産総額に年0.206％（税込）程度の率をかけた額となります。
 
○　「実質的な信託報酬」とは、ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦを100％組入れた場合

の費用です。上記は目安であり、次の場合には投資者が負担する実質的な信託報酬は変動し

ます。

・ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦへの投資割合が変わる場合

・上記の投資対象とするＥＴＦの管理報酬率が変更となる場合

・投資対象とするＥＴＦを見直し、別のＥＴＦに入替える場合　等

 
＜訂正後＞

①　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.066％

（税抜0.06％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分（年率・税抜）

委託会社 受託会社

0.04％ 0.02％

・表に記載の料率には、別途消費税等相当額がかかります。

②　前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払いま

す。
 
（参考１）ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦの管理報酬率

ＥＴＦの運用・管理等にかかる管理報酬率は、実質年0.12％程度
※
となります。

 
※　ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦの管理報酬率は年0.15％程度ですが、このうち年

0.03％は当ファンドに対して払戻されるため、実質的な管理報酬率は年0.12％程度となりま

す。
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○　ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦの管理報酬率は、本書作成日現在で委託会社が知

り得る情報に基づくものであり、上記の料率は今後変更となる場合があります。また、今後

投資対象とするＥＴＦを見直す際には、新たなＥＴＦの管理報酬率が適用されるため、上記

の料率は変更となる場合があります。

 
（参考２）ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦを含めた実質的な信託報酬

信託財産の純資産総額に年0.186％（税込）程度の率をかけた額となります。
 
○　「実質的な信託報酬」とは、ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦを100％組入れた場合

の費用です。上記は目安であり、次の場合には投資者が負担する実質的な信託報酬は変動し

ます。

・ファンドが実質的な投資対象とするＥＴＦへの投資割合が変わる場合

・上記の投資対象とするＥＴＦの管理報酬率が変更となる場合

・投資対象とするＥＴＦを見直し、別のＥＴＦに入替える場合　等
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